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Ⅲ 特定非営利活動法人の登記 

 

１ 設立の登記 

 (1)登記の期限及び登記事項 

ＮＰＯ法人は、所轄庁の設立の認証を受けた後、登記をすることにより成立します。また、登記す

べき事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できません。(法第７条) 

設立の登記は、２週間以内に主たる事務所の所在地において行う必要があります。（組合等登記令） 

法人設立時に登記すべき事項は以下のとおりです。（組合等登記令第２条第２項、別表） 

①目的及び業務②名称③事務所の所在場所（主たるもの及び従たるもの） 

④代表権を有する者の氏名、住所及び資格（理事） 

⑤ 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 

⑥ 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め 

 

＊登記に関する申請書の書式、添付書類等については、組合等登記令を御参照の上、不明な点は

最寄りの法務局にお問い合わせください。（ｐⅢ-3参照） 

＊法人登記に使用できる文字は、商業登記規則等で定められていますので御注意ください。 

  ＊設立の認証があった日から６か月を経過しても設立の登記が行われないときは、設立の認証が

取り消される場合があります。（法第13条第3項） 

  

(2) 設立登記完了届出書の提出 

設立登記を行ったら、遅滞なく、設立登記完了届出書（下表）を提出してください。（法第13条

第２項） 

 

提出書類 

 

提出 

部数 

手引き 

参照頁 

 

設立登記完了届出書(様式第３号) １ Ⅲ-４ 

登記事項証明書（原本） １  

設立当初の財産目録 １ Ⅲ-５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 登記事項に変更があった場合の登記 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

登 

記 
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登記事項に変更があった場合には、２週間以内に、主たる事務所の所在地において変更の登記を

しなければなりません。 

(1) 定款変更に伴う登記事項の変更 

 定款変更により目的や事業、主たる事務所の所在地など登記事項に変更があった場合は、定款変

更認証後（又は定款変更届出後）、変更の登記を行い、定款変更に係る登記完了提出書を所轄庁

に提出する必要があります。（参照：pⅥ-2） 

(2)代表権を有する者の変更に伴う登記事項の変更 

 代表権を有する理事について、氏名、住所に変更があった場合、及び任期満了後再任された場合

は変更の登記が必要となります。また、所轄庁へは役員変更届を提出してください。 

＊代表権のある役員以外については登記は不要ですが、変更があった場合は所轄庁への役員変更

届が必要です。（参照：pⅤ-1） 

 

３ その他の登記 

ＮＰＯ法人は、次の場合には２週間以内に、主たる事務所の所在地において登記しなければなり

ません。 

(1) 合併、(2)解散、(3) 清算人（代表権を有する者）の就任、(4) 清算結了 など 

  登記完了後、所轄庁へ以下の書類を提出してください。 

登記事項 提出書類 手引参照頁 

合併 合併登記完了届出書 Ⅶ-3 

解散 解散届出書 

Ⅷ-3 清算人の就任 清算人就任届出書 

清算結了 清算結了届出書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】静岡地方法務局 商業法人登記の管轄一覧表            （令和６年４月１日現在） 

＊参考 法務局における登記手続に関する情報 

 ○商業・法人登記申請手続〔法務局ホームページ〕 

  http://houmukyoku.moj.go.jp/ 

 ○静岡地方法務局の登記手続案内（予約制） 

  (電話)054-254-3555 
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庁名 商業法人登記管轄区域 所在・電話番号 

本 局 
静岡市、藤枝市、島田市、牧之原市、焼津市、

(榛原郡)吉田町、川根本町 

〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁

舎 

 電話054-254-3555 

沼津支局 

沼津市、裾野市、御殿場市、三島市、伊豆市、

伊豆の国市、富士市、富士宮市、下田市、熱海

市、伊東市、(駿東郡)小山町、清水町、長泉

町、(田方郡)函南町、(賀茂郡)南伊豆町、河津

町、東伊豆町、松崎町、西伊豆町 

〒410-0033 沼津市杉崎町6-20 

 電話055-923－1201 

富士支局 
取り扱い無し 

（証明書発行のみ可） 

〒417-0052 富士市中央町2-7-7 富士法務総合庁舎 

 電話0545-53-1200 

下田支局 
取り扱い無し 

（証明書発行のみ可） 

〒415-8524 下田市西本郷2-5-33 下田地方合同庁舎 

 電話0558-22-0534 

浜松支局 
浜松市、湖西市、掛川市、菊川市、御前崎市、

袋井市、磐田市、(周智郡)森町 

〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎 

 電話053-454-1396 

掛川支局 
取り扱い無し 

（証明書発行のみ可） 

〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-2 

 電話0537-22-5538 

藤枝支局 
取り扱い無し 

（証明書発行のみ可） 

〒426-0037 藤枝市青木1丁目4番1号 

 電話054-641-1158 

袋井支局 
取り扱い無し 

（証明書発行のみ可） 

〒437-0026 袋井市袋井366 

 電話0538-42-3545 

清 水 

出 張 所 

取り扱い無し 

（証明書発行のみ可） 

〒424-0825 静岡市清水区松原町2-15 

 電話054-351-4481 

熱 海 

出 張 所 

取り扱い無し 

（証明書発行のみ可） 

〒413-8560 熱海市福道町7-30 

 電話0557-81-2586 

磐 田 

出 張 所 

取り扱い無し 

（証明書発行のみ可） 

〒438-0086 磐田市見付3599-6 

 磐田地方合同庁舎2階 

 電話0538-32-2618 
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設立登記完了届出書（様式第３号）記載例 

※市ホームページからダウンロードしてください。 

 

様式第３号（第６条関係） 

 

設 立 登 記 完 了 届 出 書 

                                                                   

年  月  日  

     

（あて先）掛川市長 

 

主たる事務所の所在地 〒○○○-○○○○ 

○○市○○町○丁目○番○号 

届出者 名        称 特定非営利活動法人 ○○○○○ 

代表者氏名 ○○ ○○ 

電 話 番 号 ○○○－○○○－○○○○ 

メールアドレス ○○○○＠○○○○.ne.jp 

       

 

   

特定非営利活動法人○○○○○の設立の登記が完了したので、特定非営利活動促進法第13条

第２項の規定により、登記事項証明書及び財産目録を添えて届け出ます。 

 

 

設立登記年月日         年  月  日 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登記事項証明書に記載された設立

登記年月日 
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（財産目録作成例） 

特定非営利活動法人 ○○○○○ 財産目録 

           

法人設立の日現在（  年  月  日） 

科               目 金    額 （単位：円） 

Ｉ 資産の部 

１ 流動資産 

現金預金 

現金     現金手許有高 

普通預金   ○○銀行○○支店 

未収会費   ××年度会費××名分 

…………    ………………… 

 

 

××× 

××× 

××× 

××× 

××× 

  

流動資産合計  ×××  

２ 固定資産 

土地     ○○所在○平方メートル 

建物     ○○所在○平方メートル 

…………   ………………… 

 

××× 

××× 

××× 

  

固定資産合計  ×××  

資産合計   ××× 

Ⅱ 負債の部 

１ 流動負債 

短期借入金   ○○銀行○○支店 

預り金     職員に対する源泉所得税 

…………    ………………… 

 

 

××× 

××× 

××× 

  

流動負債合計  ×××  

２ 固定負債 

長期借入金   ○○銀行○○支店 

退職給与引当金 ………………… 

…………    ………………… 

 

××× 

××× 

××× 

  

固定負債合計  ×××  

負債合計   ××× 

正味財産   ××× 

    

 

＊ その他の事業を行う法人は、その他の事業に固有の資産で重要なものがある場合には、その資産

状況を注記として記載する。 

＊ 科目は、適宜追加・削除する。 

 

左の合計 

流動負債＋ 

固定負債 

資産合計－負債合計 

賃借対照表の正味財産と同額 


